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（１）「『令和６年版県政レポート』に 

基づく今後の『県政運営』等に 

係る意見」への回答について 
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【防災県土整備企業常任委員会】
●施策の取組

施策番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 回答

11-1 道路・港湾整備
の推進

県土整備部 　道路除草や雑草抑制対策について、きめ細かな道路除草が
実施されているとなかなか実感できない状況であるため、地
域の声をしっかり聞いて対応されたい。
　また、通学路で伸びている草が雨天時に雨の重みで倒れ、
児童の通学に際し危険であるため、晴天時だけでなく雨天時
の状況も考慮し、除草の対応をされたい。

　ただ草を刈るだけでなく、張りコンクリートをする等様々
な手法を使いながらきめ細かな道路除草を実施し、良好な道
路空間の形成を進めます。
　雨天時も含め、道路パトロールを行っており、パトロール
時に気づいた箇所はしっかり対応し、地元からの要望があっ
た際は各建設事務所で確認したうえで、必要な箇所について
は対応いたします。

　通学路交通安全プログラムに基づく交通安全対策につい
て、今年度の目標を17箇所としているが、できる限り対応が
必要な箇所の全数を把握した上で目標をもって対応された
い。

　毎年、学校関係者や県警察と連携して取り組んでいる「通
学路交通安全プログラム」に基づき、対策が必要な全ての箇
所を把握し、緊急度を勘案のうえ、スピード感をもって対応
していきたいと考えています。

　 　
　 　

●行政運営の取組
行政運営番号 施策名 主担当部局名 委員会意見 回答

7 公共事業推進の
支援

県土整備部 　三重県建設産業活性化プラン2024について、担い手、若手
人材を確保することが非常に重要であるため、若手人材登用
企業を総合評価で加点するといった政策誘導的な対応や、週
休二日制の定着などによる労働環境の改善にしっかり取り組
まれたい。

　県発注工事において若手技術者の登用が一層進むよう、本
年６月より総合評価の評価項目においてインセンティブを付
与する内容に改正しています。今後も若手人材を積極的に登
用する企業を評価する取組を進めていきます。
　また、週休２日制工事の定着や建設ＤＸの導入促進などの
労働環境の改善を促す取組を行い、喫緊の課題である担い手
の確保に繋げていきます。

　令和５年度に発生した企業庁発注工事にかかる総合評価入
札において職員が受託収賄罪で起訴されるという不祥事事案
について、再発防止のため、事案の背景をしっかり把握した
うえで、職員への研修やコンプライアンスの徹底とは違った
視点の工夫も取り入れて対応されたい。

　今回のような事案の再発防止の一環として、当事者となった
業者に対して指名停止の措置期間を長くするとともに、指名
停止措置期間が明けた後も総合評価方式の入札において一定
点数を下げる等、抑止効果を狙った運用を本年４月から行っ
ています。

「『令和６年版県政レポート』に基づく今後の『県政運営』等に係る意見」への回答
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（５）指定管理者が行う公の施設の管理状況報告について 
 

 令和５年度において、県土整備部の公の施設で指定管理者が管理を行った施設は以

下のとおりです。 

 これらの施設について、指定管理者制度に関する取扱要綱に基づき、令和５年度分

の管理状況を報告します。 

 さらに、令和５年度をもって指定期間が終了した三重県流域下水道施設、三重県営

住宅及び三重県特定公共賃貸住宅について、同要綱に基づき、指定期間全体の管理の

実績に関する評価結果を併せて報告します。 

 

区分 施設の名称 指定管理者の名称 指定の期間 

報告内容 

R5年度 

管理状況 

全期間 

評価 

県
営
都
市
公
園 

県営都市公園 

北勢中央公園 
株式会社名阪造園 

R5.4.1～

R10.3.31 
○ ー 

県営都市公園 

ダイセーフォレストパーク 

（鈴鹿青少年の森） 

鈴鹿フォレストパートナ

ーズ株式会社 

R5.2.1～

R23.3.31 
〇 ー 

県営都市公園 

亀山サンシャインパーク 
サンシャインパーク GM 

R5.4.1～

R10.3.31 
○ ー 

県営都市公園 

大仏山公園 
有限会社太陽緑地 

R5.4.1～

R10.3.31 
○ ー 

県営都市公園 

熊野灘臨海公園 

紀伊長島ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ都市開

発株式会社 

R5.4.1～

R10.3.31 
○ ー 

下
水
道
施
設 

三重県流域下水道施設 
公益財団法人三重県下水

道公社 

H31.4.1～

R6.3.31 
○ ○ 

県
営
住
宅
及
び
特
定
公
共
賃
貸
住
宅 

三重県営住宅 

＜北勢ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

鈴鹿亀山不動産事業協同

組合 

H31.4.1～

R6.3.31 
○ ○ 

三重県営住宅及び 

三重県特定公共賃貸住宅 

＜中勢伊賀ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

伊賀南部不動産事業協同

組合 

H31.4.1～

R6.3.31 
○ ○ 

三重県営住宅及び 

三重県特定公共賃貸住宅 

＜南勢ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

三重県南勢地区管理事業

共同体 

H31.4.1～

R6.3.31 
○ ○ 

三重県営住宅 

＜東紀州ﾌﾞﾛｯｸ＞ 

三重県南勢地区管理事業

共同体 

H31.4.1～

R6.3.31 
○ ○ 
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■指定管理者の自己評価の基準 

評価項目１の評価： 

「Ａ」業務計画を順調に実施し、特に優れた実績を上げている。 

 「Ｂ」業務計画を順調に実施している。  

「Ｃ」業務計画を十分には実施できていない。 

 「Ｄ」業務計画の実施に向けて、大きな改善を要する。 

 

評価項目２、３の評価： 

「Ａ」当初の目標を達成し、特に優れた実績を上げている。 

 「Ｂ」当初の目標を達成している。 

 「Ｃ」当初の目標を十分には達成できていない。 

 「Ｄ」当初の目標を達成できず、大きな改善を要する。 

 

 

 

■県の評価の基準 

「＋」指定管理者の自己評価に比べて高く評価する。 

 「－」指定管理者の自己評価に比べて低く評価する。 

 「 」（空白）指定管理者の自己評価と概ね同じ評価とする。 

 

44



指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和５年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

82％ 82.7％ 82％ 95.0％

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3
成果目標及び
その実績

Ｄ ＋ Ｂ Ａ

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、公園利用者数自体
は伸び悩んでいるものの、マルシェイベント
や腐葉土等の園芸資材の配布、カブトムシ幼
虫掘りの実施、さらにはレンタサイクルの試
験運用を開始するなど公園の利用促進に向け
て積極的に取り組んだと認められる。公園Ｈ
Ｐのデザイン刷新と頻繁な情報発信など、広
報面の積極的な取組が認められることから、
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、成果目標と
する公園利用者満足度が８２．７％であり、
目標達成となった。適切に施設の維持・管理
を行いつつ、利用促進に努めた結果といえる
ことから、県としても指定管理者の自己評価
と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・引き続き、利用者の安全確保に向けた施設
の適切な維持管理の徹底とともに、スポーツ
施設と、恵まれた自然をともに有する当公園
の特色を最大限に活かし、公園利用者数の増
加に向けて、更なる利用促進と公園の魅力向
上につなげる施策展開を期待する。
・県としても、県・指定管理者・関係市町で
構成する「公園利用促進協議会」を設置し、
当公園の利用促進に向けた施策の検討に関す
る議論を深めていく。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、公園の環境を活用
した湿地帯植物観察会などに加えて、新たに
福祉の視点から障害の有無・年齢等に関わら
ず楽しむことができるイベントの開催や、Ｐ
ａｒｋ－ＰＦＩで設置したカフェとの連携イ
ベントを開催するなど公園の利用促進に努め
た。広報面でもＷｅｂや鈴鹿市広報を活用し
た情報発信を行い集客に努めたことから、指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、成果目標と
する公園利用者満足度が９５．０％であり、
目標達成となった。適切に施設の維持・管理
を行いつつ、利用促進に努めた結果といえる
ことから、県としても指定管理者の自己評価
と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・引き続き、利用者の安全確保に向けた施設
の適切な維持管理の徹底とともに、恵まれた
立地やＰａｒｋ－ＰＦＩによる再整備、さら
には隣接する県立鈴鹿青少年センターとの令
和６年度からの一体運用の開始を踏まえて、
連携した体験プログラムの実施などによって
公園利用者の増加をめざすとともに、更なる
公園の魅力向上につながる施策の展開を期待
する。

公園利用者満足度 公園利用者満足度

評価項目
と内容

R4 R5 R4 R5

業務の内容

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園施設のうち野球場、テニスコートの利
用の許可
・公園の利用の促進
・その他の業務

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
・その他の業務

内容 内容

成果目標
及び実績 ※成果目標は、Ｒ４年度評価までの「公園利用者数」に替え

て、Ｒ５年度評価からは「公園利用者満足度」に変更していま
す。

※Ｒ４年度は、短期間かつ一部区域のみを先行しての指定管理
であったことから、成果目標の達成評価は未実施です。

施設の名称 県営都市公園　北勢中央公園
県営都市公園　ダイセーフォレストパーク
（鈴鹿青少年の森）

指定管理者の
名称

株式会社名阪造園 鈴鹿フォレストパートナーズ株式会社
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和５年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

82％ 95.6％ 82％ 78.4％

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3
成果目標及び
その実績

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

評価項目
と内容

成果目標
及び実績

県の総括的な
評価

R5

公園利用者満足度

内容

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、高速道路に隣接し
た立地を活かした連携イベントの開催に加え
て、新たに通年のウォーキングイベントを開
催することで、幅広い利用者層に向けて公園
の利用促進に努めた。また、Ｗｅｂ及び観光
情報誌、亀山市広報を活用した情報発信等を
行って集客に努めたことから、指定管理者の
自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、成果目標と
する公園利用者満足度が９５．６％であり、
目標達成となった。適切に施設の維持・管理
を行いつつ、利用促進に努めた結果といえる
ことから、県としても指定管理者の自己評価
と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・引き続き、利用者の安全確保に向けた施設
の適切な維持管理の徹底とともに、高速道路
と公園とが一体となったハイウェイオアシス
としての立地を最大限に活用しつつ、ボラン
ティア活動による緑化の実施など地域とのつ
ながりがあることを活かすことで、高速道路
利用者からも、地域住民からも愛される公園
をめざした管理運営を期待する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、自主イベントの開
催に加えて、公園の立地及び施設をいかして
新たに民間団体が開催するマルシェイベント
の誘致も行った。また、テニス教室を平日日
中に開催するなどし、年間を通じた公園の利
用促進に努めた。Ｗｅｂを活用した情報発信
等も行うなど、集客に努めたことから、指定
管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、成果目標と
する公園利用者満足度が７８．４％であり、
概ね目標達成となった。適切に施設の維持・
管理を行いつつ、利用促進に努めた結果とい
えることから、県としても指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・引き続き、利用者の安全確保に向けた施設
の適切な維持管理の徹底とともに、野球場や
テニスコートなどのスポーツ施設に加えて、
自然散策路などの恵まれた自然を有する当公
園の特色を最大限に活かして、更なる公園の
利用促進策の展開を期待する。

※成果目標は、Ｒ４年度評価までの「公園利用者数」に替え
て、Ｒ５年度評価からは「公園利用者満足度」に変更していま
す。

※成果目標は、Ｒ４年度評価までの「公園利用者数」に替え
て、Ｒ５年度評価からは「公園利用者満足度」に変更していま
す。

県営都市公園　大仏山公園

有限会社太陽緑地

R4 R5 R4

サンシャインパークGM

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園施設のうち野球場、テニスコート及び
ゲートボール場の利用の許可
・公園の利用の促進
・その他の業務

内容

公園利用者満足度

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
・その他の業務

県営都市公園　亀山サンシャインパーク
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和５年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

82％ 82.8％ ＣＯＤ 18mg/l 10mg/l

T-N
17mg/l

(20mg/l)
8.9mg/l
(13mg/l)

76%以下 75.3%

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ａ Ａ

3
成果目標及び
その実績

Ａ Ｂ Ａ Ａ

施設の名称 県営都市公園　熊野灘臨海公園 三重県流域下水道施設

指定管理者の
名称

紀伊長島レクリェーション都市開発株式会社 公益財団法人三重県下水道公社

業務の内容

・公園の維持修繕及び巡視点検に関する業務
・公園の利用者への案内に関する業務
・条例に基づく公園の利用時間の変更、公園
内の行為の制限、利用の禁止又は制限
・公園の利用の促進
・その他の業務

・流域下水道の機械設備及び電気設備の運転
操作に関する業務
・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管
理に関する業務
・その他の業務

内容 内容

主な成果目標及
び実績

目標放流水質(最
大値)【北部浄化
センター】
※（　）は栄養
塩類管理運転期
間中の値。

公園利用者満足度

汚泥含水率
【北部浄化センター】

※成果目標は、Ｒ４年度評価までの「公園利用者数」に替え
て、Ｒ５年度評価からは「公園利用者満足度」に変更していま
す。

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務仕様書に
基づき適切に行っており、指定管理者の自己
評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、季節ごとに体験イ
ベント開催等の開催を行ったり、Ｗｅｂや各
種メディアを活用した情報発信を展開するな
ど、積極的な取組が認められることから、指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、成果目標と
する公園利用者満足度は８２．８％であり、
目標達成となった。適切に施設の維持・管理
を行いつつ、利用促進に努めた結果といえる
ことから、県としても指定管理者の自己評価
と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・引き続き、利用者の安全確保に向けて施設
の適切な維持管理を徹底するとともに、城ノ
浜プールやキャンプ場の屋外Ｗｉ－Ｆｉ設備
など県が整備した施設を最大限に活用しつ
つ、隣接する民間宿泊施設等との相乗効果を
発揮して、大都市からのレジャー需要の受け
皿としての機能の強化を図ることで、公園の
利用促進につなげる更なる施策展開を期待す
る。
・また、公園利用者数のうち大きな割合を占
める「道の駅」利用者を、当公園のその他の
地区へ誘導して、公園全体の利用促進を図る
方策の展開を期待する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、業務計画書に
定めた管理業務について、年間を通じ、目標
放流水質での運転管理に努めた結果、目標の
値を超過することなく、安定したサービスの
提供を行ったため、指定管理者の自己評価と
同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、施設見学者の受入
や出前講座など積極的に下水道の普及啓発に
取り組んだ結果、これらの合計人数が目標を
上回ったことから、指定管理者の自己評価と
同じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、下水処理に
係る専門的な知識とノウハウを活かし、目標
放流水質及び汚泥含水率の目標を達成した。
加えて、コスト縮減も目標以上の成果を上げ
ていることから、指定管理者の自己評価と同
じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・今後も安定した維持管理体制の継続に努
め、目標放流水質を遵守した良好な放流水質
を確保するとともに、引き続き積極的な普及
啓発に取り組むことを期待する。

・施設の長寿命化等によるライフサイクルコ
スト低減に向けた効果的な点検や適切な維持
管理及び修繕について期待する。

R4 R5 R4 R5
評価項目と内容
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和５年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

毎月2回
以上

月平均
4.0回

毎月2回
以上

月平均
5.0回

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ Ａ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ ＋

3
成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ

県の総括的な
評価

R5

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

建物等の点検確認

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、83.9％が「どちらかと言
えば住みやすい」以上の評価をしており、
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和5年度の入居
率が前年度に対して減少しているものの減
少幅が0.6％（令和5年度の入居率64.1％）
であったため、指定管理者の自己評価と同
じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検
回数を月平均4.0回実施しており、また、入
居者アンケートにおいて、修繕のあった入
居者の85.4％が「思っていたとおりの対応
時間」以上の評価をしていることから、指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速
やかで適切な修繕の実施など、今後とも一
層のサービス向上と適切な施設・設備等の
管理を期待する。

鈴鹿亀山不動産事業協同組合

三重県営住宅〈北勢ブロック〉

・県営住宅及び共同施設の管理に関する業
務（県営住宅の入居者の決定、使用料の決
定等を除く）
・県営住宅及び共同施設の施設・設備等の
維持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務

内容

成果目標
及び実績

評価項目
と内容

迅速かつ誠実な対応

R4

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈中勢伊賀ブロック〉

伊賀南部不動産事業協同組合

内容

・県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに
共同施設の管理に関する業務（県営住宅等
の入居者の決定、使用料の決定等を除く）
・県営住宅等及び共同施設の施設・設備等
の維持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、89.9％が「どちらかと言
えば住みやすい」以上の評価をしており、
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和5年度の入
居率が前年度に対して0.2％増加している
（令和5年度の入居率62.6％）ため、指定管
理者の自己評価より高く評価した。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検
回数を月平均5回実施しており、また、入居
者アンケートにおいて、修繕のあった入居
者の85.5％が「思っていたとおりの対応時
間」以上の評価をしていることから、指定
管理者の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速
やかで適切な修繕の実施など、今後とも一
層のサービス向上と適切な施設・設備等の
管理を期待する。

R5

迅速かつ誠実な対応

R4

建物等の点検確認
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜令和５年度分＞（概要）

目標 実績 目標 実績

毎月2回
以上

月平均
3.2回

毎月2回
以上

月平均
3.2回

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

1時間
以内

緊急な修
繕要望等
に1時間以
内に対応

指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価
指定管理者
の自己評価

県の評価

1
管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ Ａ

2
施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3
成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ

評価項目
と内容

県の総括的な
評価

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、91.3％が「どちらかと言
えば住みやすい」以上の評価をしており、
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和5年度の入居
率が前年度に対して減少しているものの減
少幅が1％（令和5年度の入居率68.5％）で
あったため、指定管理者の自己評価と同じ
評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検
回数を月平均3.2回実施しており、また、入
居者アンケートにおいて、修繕のあった入
居者の84.1％が「思っていたとおりの対応
時間」以上の評価をしていることから、指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速
やかで適切な修繕の実施など、今後とも一
層のサービス向上と適切な施設・設備等の
管理を期待する。

＜指定管理者の評価に対する県の評価＞
・「管理業務の実施状況」は、入居者アン
ケートにおいて、97.6％が「どちらかと言
えば住みやすい」以上の評価をしており、
指定管理者の自己評価と同じ評価とした。

・「施設の利用状況」は、令和5年度の入居
率が前年度に対して減少しているものの減
少幅が3.4％（令和5年度の入居率88.8％）
であったため、指定管理者の自己評価と同
じ評価とした。

・「成果目標及びその実績」は、建物点検
回数を月平均3.2回実施しており、また、入
居者アンケートにおいて、修繕のあった入
居者の87.1％が「思っていたとおりの対応
時間」以上の評価をしていることから、指
定管理者の自己評価と同じ評価とした。

＜今後の課題又は指定管理者への期待＞
・入居希望者や入居者への丁寧な対応や速
やかで適切な修繕の実施など、今後とも一
層のサービス向上と適切な施設・設備等の
管理を期待する。

R4 R5R4 R5

内容 内容

・県営住宅及び共同施設の管理に関する業
務（県営住宅の入居者の決定、使用料の決
定等を除く）
・県営住宅及び共同施設の施設・設備等の
維持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務

三重県南勢地区管理事業共同体　

成果目標
及び実績

建物等の点検確認 建物等の点検確認

迅速かつ誠実な対応 迅速かつ誠実な対応

施設の名称

業務の内容

指定管理者の
名称

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
〈南勢ブロック〉

三重県営住宅〈東紀州ブロック〉

三重県南勢地区管理事業共同体　

・県営住宅及び県特定公共賃貸住宅並びに
共同施設の管理に関する業務（県営住宅等
の入居者の決定、使用料の決定等を除く）
・県営住宅等及び共同施設の施設・設備等
の維持、保守管理、修繕等に関する業務
・その他の業務
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜全期間評価＞（概要）

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

管理業務の
実施状況

A ― Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

施設の利用
状況

A Ａ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

管理業務の
実施状況

Ｂ Ａ Ａ Ａ

施設の利用
状況

A Ａ Ｂ Ｂ

成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ

・指定管理の全期間を通じて、基本協定書、
業務計画書に基づく管理業務について、流入
水量の増加や、季節、天候による流入水質が
変動する状況のなか、水処理工程における常
時監視及び工程調整等の日常的な管理を適
切に行い、汚水処理業務を中断することなく、
下水道利用者へ安定したサービスの提供を
行った。

・県からの要請に応じ、冬季における放流水
の栄養塩類（窒素・リン）濃度を増加させる管
理運転の取組を継続し、環境基準の達成と生
物生産性・生物多様性とが調和・両立した「き
れいで豊かな海」の実現に寄与した。

・施設の長寿命化、機能維持を目的とした計
画修繕については、状態監視により一部施設
の修繕時期を見直し、経費の抑制に努め、老
朽化に伴い発生した不具合については、復旧
期限を設けてできる限り早期の不具合解消に
努めた。

・業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実
に業務を実施し、成果目標である「建物等の
点検確認（毎月2回以上）」及び「迅速かつ誠
実な対応（1時間以内）」を全期間を通じて達
成した。

・施設修繕、管理においては、競争入札を取
り入れる等適正な競争を導入したり、施工監
理の適正化などに取り組み、コスト削減に努
めた。また、指定管理期間を通して、団地環
境の整備に力を注ぎ、団地の住環境を向上
させるとともに、修繕等については適切な対
応を迅速に行った。

・南米国籍の入居者が比較的多いため、スペ
イン語、ポルトガル語の通訳のできる者を常
勤雇用して、入居者との意思疎通を図った。

・入居者を対象に毎年度実施しているアン
ケート調査においても、平均86.3％から「どち
らかと言えば住みやすい」以上の評価を得
た。

R5

R2 R3

R4

R1

三重県流域下水道施設

公益財団法人三重県下水道公社

R3R元 R2

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

三重県営住宅<北勢ブロック>

鈴鹿亀山不動産事業協同組合

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

R5R4

指定期間全体の
県の総括評価

施設の名称

指定管理者の
名称

指定の期間

評価項目
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜全期間評価＞（概要）

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

施設の利用
状況

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ Ａ

施設の利用
状況

Ｂ Ｂ ＋ Ｂ Ｂ

成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ Ａ

指定期間全体の
県の総括評価

・業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実に
業務を実施し、成果目標である「建物等の点検
確認（毎月2回以上）」及び「迅速かつ誠実な対
応（1時間以内）」を全期間を通じて達成した。

・施設修繕、管理においては、競争入札を取り
入れる等適正な競争を導入したり、施工監理の
適正化などに取り組み、コスト削減に努めた。
また、指定管理期間を通して、違法駐車車両に
対して、警告書の貼付や所有者への撤去指導
等により排除する等団地の住環境を向上させ
るとともに、修繕等については適切な対応を迅
速に行った。

・災害が発生した場合等の緊急時に備え、平
日・夜間・休日の緊急連絡先の周知を行った。

・入居者を対象に毎年度実施しているアンケー
ト調査においても、平均91％から「どちらかと言
えば住みやすい」以上の評価を得た。

・業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実に
業務を実施し、成果目標である「建物等の点検
確認（毎月2回以上）」及び「迅速かつ誠実な対
応（1時間以内）」を全期間を通じて達成した。

・施設修繕、管理においては、競争入札を取り
入れる等適正な競争を導入したり、施工監理の
適正化などに取り組み、コスト削減に努めた。
また、指定管理期間を通して、駐輪場に放置さ
れた子供用玩具、自転車、バイク等を整理する
こと等団地の住環境を向上させるとともに、修
繕等については適切な対応を迅速に行った。

・災害が発生した場合等の緊急時に備え、平
日・夜間・休日の緊急連絡先の周知を行った。

・入居者を対象に毎年度実施しているアンケー
ト調査においても、平均90.9％から「どちらかと
言えば住みやすい」以上の評価を得た。

R1

R4 R5 R5

施設の名称

指定の期間

指定管理者の
名称

評価項目

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
<南勢ブロック>

三重県南勢地区管理事業共同体

R1 R2R2

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅
<中勢伊賀ブロック>

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

伊賀南部不動産事業協同組合

R3

R4

R3
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指定管理者が行う公の施設の管理状況報告＜全期間評価＞（概要）

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

管理業務の
実施状況

Ａ Ａ Ａ

施設の利用
状況

Ａ Ａ Ａ

成果目標及び
その実績

Ａ Ａ Ａ

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

指定管理
者の自己
評価

県の
評価

管理業務の
実施状況

Ａ Ａ

施設の利用
状況

Ｂ Ｂ

成果目標及び
その実績

Ａ Ａ

指定期間全体の
県の総括評価

・業務仕様書、指定管理契約に基づき、着実に
業務を実施し、成果目標である「建物等の点検
確認（毎月2回以上）」及び「迅速かつ誠実な対
応（1時間以内）」を全期間を通じて達成した。

・施設修繕、管理においては、競争入札を取り
入れる等適正な競争を導入したり、施工監理の
適正化などに取り組み、コスト削減に努めた。ま
た、指定管理期間を通して、過去の台風による
災害経験を踏まえ、水没の危険性がある団地
において土嚢袋を活用し水害に備える等団地
の住環境を向上させるとともに、修繕等につい
ては適切な対応を迅速に行った。

・災害が発生した場合等の緊急時に備え、平
日・夜間・休日の緊急連絡先の周知を行った。

・入居者を対象に毎年度実施しているアンケー
ト調査においても、平均93％から「どちらかと言
えば住みやすい」以上の評価を得た。

R4 R5

施設の名称

指定の期間

指定管理者の
名称

評価項目

三重県営住宅<東紀州ブロック>

平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

三重県南勢地区管理事業共同体

R1 R2 R3
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（６）審議会等の審議状況について（令和６年６月３日～令和６年９月 16日） 

（県土整備部） 

 

 

１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和６年８月５日 

３ 委員 委員長  岡島 賢治 

副委員長 小野寺 一成 

委 員  太田 淳子   他６名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

 ・海岸事業（宇治山田港海岸） 

 ・海岸事業（長島港海岸） 

 ・ダム事業（鳥羽河内ダム） 

５ 調査審議結果 ・再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

６ 備考  

 

 

 

 

 

１ 審議会等の名称 三重県公共事業評価審査委員会 

２ 開催年月日 令和６年９月４日 

３ 委員 委員長  岡島 賢治 

副委員長 小野寺 一成 

委 員  太田 淳子   他４名 

４ 諮問事項 公共事業再評価実施事業 

 ・道路事業（一般国道３６５号（東員工区その１）） 

 ・道路事業（主要地方道神戸長沢線（Ⅱ期工区）） 

 ・道路事業（主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）） 

 ・道路事業（主要地方道御浜紀和線（西原バイパス）） 

５ 調査審議結果 ・再評価実施事業について、事業の継続が了承された。 

６ 備考  
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